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○行政不服審査法施行細則（平成28年3月31日規則第36号） 

行政不服審査法施行細則 

平成28年３月31日 

規則第36号 

  

 改正 令和３年３月31日規則第34号 

令和４年３月31日規則第32号 

   

行政不服審査法施行細則をここに公布する。 

行政不服審査法施行細則 

（趣旨） 

第１条 行政不服審査法（平成26年法律第68号。以下「法」という。）の施行については、行政不服

審査法施行令（平成27年政令第391号。以下「政令」という。）、行政不服審査法施行規則（平成28

年総務省令第５号）及び行政不服審査法施行条例（平成28年北海道条例第９号。以下「条例」とい

う。）に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

（秩序維持のための措置） 

第２条 審理員は、法第31条第１項本文の規定による口頭意見陳述における秩序を維持するため、審

理員の職務の執行を妨害し、又は当該秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等必要な措置を採ること

ができる。 

（提出書類等の交付の求め） 

第３条 審査請求人又は参加人は、法第38条第１項の規定による交付の求めを行うときは、別記様式

の交付請求書によりこれを行わなければならない。 

（手数料の納付方法） 

第４条 法第38条第６項の規定により読み替えて適用する同条第４項の手数料は、前条の交付請求書

に北海道収入証紙を貼って納付しなければならない。 

（送付に要する費用の納付方法） 

第５条 政令第14条第２項（政令第19条第１項において準用する場合を含む。）の規定により読み替

えて適用する政令第14条第１項及び条例第18条に規定する審査庁が定める方法（審査庁が知事であ

る場合に限る。）は、郵便切手で納付する方法とする。 

２ 法第38条第１項（法第66条第１項において読み替えて準用する場合を含む。）又は法第81条第３

項において準用する法第78条第１項の規定による交付の求めを次の各号に掲げる方法により行う場

合には、前項に規定する審査庁が定める方法については、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲

げる方法の区分に応じ当該各号に定める方法とすることができる。 

 (１) 電子情報処理組織（北海道行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成16年

北海道条例第４号）第３条第１項に規定する電子情報処理組織をいう。）を同条及び北海道行政

手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（平成16年北海道規則第33号）第４条の規定

の例により使用する方法 当該求めにより得られた納付情報により納付する方法 

 (２) 第３条の交付請求書を請求先に持参する方法 地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２

の２（第２号に係る部分に限る。）の規定により指定納付受託者（同法第231条の２の３第１項に

規定する指定納付受託者をいう。）に納付を委託する方法 

（法第９条第３項に規定する場合の読替え） 

第６条 法第９条第３項の規定の適用を受ける場合における第２条及び第３条の規定の適用について

は、第２条中「審理員」とあるのは「審査庁」と、「第31条第１項本文」とあるのは「第９条第３

項の規定により読み替えて適用する法第31条第１項本文」と、第３条中「第38条第１項」とあるの

は「第９条第３項の規定により読み替えて適用する法第38条第１項」とする。 

（再審査請求の場合についての準用） 

第７条 第２条の規定は、法第66条第１項において読み替えて準用する法第31条第１項本文の規定に

よる口頭意見陳述について準用する。この場合において、第２条中「審理員」とあるのは「審理員

又は委員会等である再審査庁」と、「第31条第１項本文」とあるのは「第66条第１項において読み

替えて準用する法第31条第１項本文」と読み替えるものとする。 
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２ 第３条の規定は法第66条第１項において読み替えて準用する法第38条第１項の規定による交付の

求めについて、第４条の規定は法第66条第１項において準用する法第38条第６項の規定により読み

替えて適用する同条第４項の手数料について、それぞれ準用する。 

（審査関係人の意見の陳述等についての準用） 

第８条 第２条の規定は、法第81条第３項において準用する法第75条第１項本文の規定による審査関

係人の意見の陳述について準用する。この場合において、第２条中「審理員」とあるのは「北海道

行政不服審査会」と、「第31条第１項本文」とあるのは「第81条第３項において準用する法第75条

第１項本文」と、「口頭意見陳述」とあるのは「審査関係人の意見の陳述」と読み替えるものとす

る。 

２ 第３条の規定は法第81条第３項において準用する法第78条第１項の規定による交付の求めについ

て、第４条の規定は法第81条第３項において読み替えて準用する法第78条第４項の手数料について、

それぞれ準用する。 

（法以外の法律による提出書類等の交付に関する規定の準用） 

第９条 第３条の規定は法以外の法律において法第38条第１項の規定を準用する場合について、第４

条の規定は法以外の法律において法第38条第４項の規定を準用する場合について、それぞれ準用す

る。 

附 則 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月31日規則第34号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されてい

る用紙がある場合においては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分

の間、必要な調整をして使用することを妨げない。 

別記様式 

（第３条、第７条―第９条関係） 

一部改正〔令和３年規則34号〕 

   附 則（令和４年３月31日規則第32号） 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 


